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平成２７年度(2015 年度) 第３回 中野区都市計画審議会 
 
 

日 時  平成２７年（2015年） １０月 １９日（月） 午後２時から 
 
 

会 場  中野区役所 ４階 区議会第１委員会室 
 

次  第 
 
１ 諮問事項 
 
《都市計画公園に係る都市計画案件》 
（１）東京都市計画公園第３・３・１２３号弥生町六丁目公園の追加について（中野区決定） 

《囲町地区に係る都市計画案件》 

（２）東京都市計画地区計画囲町地区地区計画の決定について（中野区決定） 

（３）東京都市計画用途地域の変更について（東京都決定） 

（４）東京都市計画高度利用地区囲町東地区の変更について（中野区決定） 

（５）東京都市計画第一種市街地再開発事業 

   囲町東地区第一種市街地再開発事業の決定について（中野区決定） 

（６）東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２２１号線の変更について（中野区決定） 

（７）東京都市計画高度地区の変更について（中野区決定） 

（８）東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（中野区決定） 

 
２ 報告事項 
   
 （１）中野駅西口地区まちづくりについて 
    ・中野駅西口地区まちづくり基本方針について 

・中野駅西口地区地区計画案について  
 （２）大和町中央通り沿道地区地区計画（原案）について 

   
３ その他 
 
                                 以 上 
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折 井  徹 公募 
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(3) 
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【２０１５年１０月１９日現在】 



職　　　名 氏　　名
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3 都市政策推進室西武新宿線沿線まちづくり担当部長 角　　　秀　行

4 都市政策推進室副参事（統括副参事）（産業振興担当） 青　山　敬一郎
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7 都市政策推進室副参事（中野駅周辺まちづくり担当） 松　前　友香子

8 都市政策推進室副参事（中野駅周辺地区整備担当） 吉  田　陽  市

9 都市政策推進室副参事（中野駅周辺地区整備担当） 立　原　英里雄

10 都市政策推進室副参事（中野駅地区都市施設整備担当） 小　幡　一  隆

11 都市政策推進室副参事（西武新宿線沿線まちづくり担当、沼袋駅周辺まちづくり担当） 山　本　健　一

12 都市政策推進室副参事（新井薬師前駅周辺まちづくり担当） 近  江　淳　一

13 都市政策推進室副参事（野方・井荻駅間沿線まちづくり担当） 小　林　裕　幸

14 都市基盤部長 尾　﨑　　　孝

15 都市基盤部参事（都市計画担当） 豊　川　士　朗

16 都市基盤部副参事（道路用地担当） 松　原　弘　宜

17 都市基盤部副参事（地域まちづくり担当、大和町まちづくり担当） 荒　井　弘　巳

18 都市基盤部副参事（弥生町まちづくり担当） 安　田　道　孝

19 都市基盤部副参事(統括副参事)（道路・公園管理担当） 志　賀　　　聡

20 都市基盤部副参事（都市基盤整備担当） 千　田　真　史

21 都市基盤部副参事（建築担当） 小山内　秀　樹

22 都市基盤部副参事（防災・都市安全担当） 鈴　木　　　崇

23 都市基盤部副参事（生活安全担当、交通対策担当） 伊　東　知　秀

1 都市基盤部参事（都市計画担当） 豊　川　士　朗

2 都市基盤部経営担当係長 細　野　修　一
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2015年度（平成27年度）　中野区都市計画審議会幹事名簿

　【事務局】

（2015年8月27日現在）
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東京都市計画公園第３・３・１２３号弥生町六丁目公園の追加について 

（中野区決定） 

１ 変更概要 

   東京都市計画公園第３・３・１２３号弥生町六丁目公園を追加する。 

２ 都市計画の案（２～５頁参照） 

○都市計画公園の種類 近隣公園

○都市計画公園の名称 第３・３・１２３号弥生町六丁目公園

○都市計画公園の位置 中野区弥生町六丁目地内

○都市計画公園の面積 約１．０ha

３ 当該都市計画公園の経緯及び今後のスケジュール 

平成２７年 ３月１６日 国より用地取得 

８月１９日 都市計画原案説明会 

８月２１日 都市計画案の決定 

９月１０日 都知事協議回答（意見なし） 

９月２９日 都市計画案の公告・縦覧及び意見収集 

～  図書の縦覧者 名 

１０月１３日 意見書の提出 名 

１０月１９日 都市計画審議会へ諮問 

１０月下旬  都市計画決定（告示）予定 

都 市 計 画 審 議 会 資 料 

平成 27 年(2015 年) 10 月 19 日 

都 市 基 盤 部 都 市 計 画 担 当 





東京都市計画公園の変更（中野区決定） 

東京都市計画公園に第３・３・１２３号弥生町六丁目公園を次のように追加する。 

種  別 
名 称 

位 置 面 積 備 考 
番 号 公 園 名 

近隣公園 

第３･３･１２３号 弥生町六丁目公園 
中野区弥生町 

六丁目地内 
約 1.0ha 

園路広場、修景施設、休養施設、遊戯 

施設、運動施設、便益施設、管理施設、 

災害応急対策施設 

「区域は計画図表示のとおり」 

理由 防災機能を有する都市計画公園の配置について検討した結果、広域避難場所における災害活動拠点となるオープンスペース

の創出を図るため、上記のとおり公園を追加する。 

3 
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都市計画の案の理由書 

１ 種類・名称 

東京都市計画公園第３・３・１２３号弥生町六丁目公園 

２ 理由 

中野区都市計画マスタープラン（平成２１年４月策定）における施策の

方針「地震災害に強いまちづくり」の中で、この弥生町六丁目用地(国家

公務員宿舎跡地)は大規模敷地地区とされ、区は防災とみどりのオープン

スペースを整備することにより、災害に強い安全なまち、快適な住環境の

だれもが住み続けられるまちづくりをすすめることとしている。 

また、中野区みどりの基本計画（平成２１年８月策定）における実現施

策の中で防災公園の整備を挙げ、弥生町六丁目用地（国家公務員宿舎跡地）

を活用し、防災機能を持った公園の整備を行うものとしている。 

現在、弥生町六丁目地区の広域避難場所は、隣接区にまたがる「コーシ

ャハイム中野弥生町・立正佼成会大聖堂一帯」であるが、この場所には災

害活動拠点となるオープンスペースのある公園がないため、これを整備す

ることが緊急の課題であり、公園用地を取得したところである。 

こうしたことから、防災機能を有するオープンスペースを将来にわたっ

て確保するとともに、近隣公園として日常的な公園機能の充実を図り、広

く区民の利用に供するため、当該用地約１．０ヘクタールの区域について

都市計画決定をしようとするものである。 
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この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺1/2,500の地形図
（道路網図）を使用して作成したものである。ただし、計画線は、都市
計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。
  （承認番号）26都市基街測第50号、平成26年6月16日

26都市基交測第27号、平成26年6月6日
　 利用許諾番号　ＭＭＴ利許第009号－20
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平成２７年（２０１５年）１０月１９日 

都 市 計 画 審 議 会 資 料  

都市政策推進室中野駅周辺地区整備担当 

 

囲町地区に係る都市計画案について 

 

 

１ 都市計画案の名称 

（２） 東京都市計画地区計画囲町地区地区計画の決定について（中野区決定） 

（３） 東京都市計画用途地域の変更について（東京都決定） 

（４） 東京都市計画高度利用地区囲町東地区の変更について（中野区決定） 

（５） 東京都市計画第一種市街地再開発事業 

囲町東地区第一種市街地再開発事業の決定について（中野区決定） 

（６） 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２２１号線の変更について（中野区決定） 

（７） 東京都市計画高度地区の変更について（中野区決定） 

（８） 東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（中野区決定） 

 

２ 理由 

  理由書（別紙１－１～７）のとおり 

 

３ 都市計画の概要 

（２）東京都市計画地区計画囲町地区地区計画《決定》 

名称  囲町地区地区計画 

     面積  約 3.5ha 

 

（３）東京都市計画用途地域《変更》 

変更箇所 変更前 変更後 面積 備考 

中野区中野

四丁目地内 

第一種中高層住居専用地域 

建ぺい率   60％ 

容 積 率  200％ 

敷地面積の 

最低限度   60 ㎡ 

近隣商業地域 

建ぺい率   80％ 

容 積 率  400％ 

敷地面積の 

最低限度   －㎡ 

 

 

約 1.8ha 

用途、建ぺい率、

容積率及び敷地

面積の最低限度

の変更 

 

 

（４）東京都市計画高度利用地区（囲町東地区）《変更》 

変更箇所 変更前 変更後 面積 

中野区中野四丁目地内 指定なし 
高度利用地区 

(囲町東地区) 
約 2.0ha 

 



（５）東京都市計画第一種市街地再開発事業 

囲町東地区第一種市街地再開発事業《決定》 

   名称  囲町東地区第一種市街地再開発事業 

   面積  約 2.0ha 

 

（６）東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２２１号線《変更》 

名  称 変 更 事 項 

補助線街路第２２１号線 

１ 延長の変更 約 770m→約 760m  

２ 一部区域の変更（中野区中野四丁目地内） 

３ 車線の数の決定 ２車線（中野四丁目地内 延長約 470m） 

 

（７）東京都市計画高度地区《変更》 

変更箇所 変更前 変更後 面積 

中野区中野四丁目地内 第２種高度地区 指定なし 約 1.8ha 

 

（８）東京都市計画防火地域及び準防火地域《変更》 

変更箇所 変更前 変更後 面積 

中野区中野四丁目地内 準防火地域 防火地域 約 1.8ha 

 

４ 都市計画の案 

別紙２のとおり 

（２） 東京都市計画地区計画囲町地区地区計画 

総括図（１頁）計画書（２頁）位置図（５頁）計画図（６頁）参考図（１０頁） 

（３） 東京都市計画用途地域 

総括図（１１頁）計画書（１２頁）位置図（１５頁）計画図（１６頁） 

（４） 東京都市計画高度利用地区（囲町東地区） 

総括図（１７頁）計画書（１８頁）位置図（２１頁）計画図（２２頁） 

（５） 東京都市計画第一種市街地再開発事業（囲町東地区第一種市街地再開発事業） 

総括図（２４頁）計画書（２５頁）位置図（２６頁）計画図（２７頁） 

（６） 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２２１号線 

総括図（３０頁）計画書（３１頁）計画図（３２頁） 

（７） 東京都市計画高度地区 

総括図（３３頁）計画書（３４頁）位置図（３７頁）計画図（３８頁） 

（８） 東京都市計画防火地域及び準防火地域 

総括図（３９頁）計画書（４０頁）位置図（４１頁）計画図（４２頁） 

 

 



５ 当該都市計画の経緯及び今後のスケジュール 

平成２７年 ６月４日         囲町地区まちづくり説明会 

６月３０日        都市計画原案に係る説明会 

        ９月４日、１１日     都知事協議回答（意見なし） 

        ９月１６日        都市計画案に係る説明会 

        ９月２４日～１０月８日  都市計画案の公告・縦覧及び意見収集 

                   図書の縦覧者 ３名 

                  意見書の提出 ４通 

     １０月１９日        中野区都市計画審議会 

     １１月１７日        東京都都市計画審議会予定（用途地域） 

       １２月中旬         都市計画決定（告示）予定 

  

６ 都市計画の案に対する意見書の要旨及び区の見解 

  別紙３のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画地区計画 囲町地区地区計画  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成することとしている。  

  一方、地区南側を横断する都市計画道路補助２２１号線が未整備で

あるほか、地区内は戸建住宅や集合住宅が密集しており、道路幅員が

狭く、かつ行き止まり道路が多くなっている。また、地区北側では中

野四季の都市（まち）が整備され、将来的には中野駅西側南北通路や

橋上駅舎、新北口駅前広場の整備により歩行者交通や自動車交通の変

化が予想され、駅を中心とした幹線道路ネットワークや歩行者の回遊

動線の整備など、公共施設整備が必要な地区である。このため、市街

地再開発事業により商業・業務や多様な世代のニーズに合わせた良質

で多機能な都市型住宅などの都市機能を整備し、中野四季の都市（ま

ち）と一体となったにぎわいと活気にあふれる複合市街地の形成を図

ることが検討されている。  

こうしたことから、中野区において土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新を誘導し、広域中心拠点にふさわしい魅力ある都

市空間を形成するため、面積約３．５ヘクタールの区域について囲町

地区地区計画を決定するものである。  
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都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画用途地域（囲町地区）  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、ＪＲ中央線中野駅に近接した地区

であり、「東京の都市づくりビジョン（改定）（平成２１年７月）」にお

いて都市環境再生ゾーンに位置付けられ、業務、商業、教育、医療、

文化、居住などが集積し、にぎわいと活力のある安全で利便性の高い

複合市街地を形成することとしている。  

 また、中野区都市計画マスタープランにおいては「商業・業務地区」

に位置付けられており、再開発などによる土地利用の高度化、景観の

向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進めながら「広域中心拠点」

として育成することとされている。  

  一方、地区南側を横断する都市計画道路補助２２１号線が未整備で

あるほか、地区内は戸建住宅や集合住宅が密集しており、道路幅員が

狭く、かつ行き止まり道路が多いという課題がある。  

こうしたことから、中野区において土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新を誘導し、駅を中心とした幹線道路ネットワーク

や歩行者の回遊動線の整備にあわせ、広域中心拠点にふさわしい魅力

ある都市空間の形成を図るため、面積約３．５ヘクタールの区域につ

いて囲町地区地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、土地利用上の観点から検討した結果、面

積約１．８ヘクタールの区域について用途地域の変更を行うものであ

る。  
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都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画高度利用地区 囲町東地区  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成することとしている。  

  一方、地区南側を横断する都市計画道路補助２２１号線が未整備で

あるほか、地区内は戸建住宅や集合住宅が密集しており、道路幅員が

狭く、かつ行き止まり道路が多くなっている。また、地区北側では中

野四季の都市（まち）が整備され、将来的には中野駅西側南北通路や

橋上駅舎、新北口駅前広場の整備により歩行者交通や自動車交通の変

化が予想され、駅を中心とした幹線道路ネットワークや歩行者の回遊

動線の整備など、公共施設整備が必要な地区である。このため、市街

地再開発事業により商業・業務や多様な世代のニーズに合わせた良質

で多機能な都市型住宅などの都市機能を整備し、中野四季の都市（ま

ち）と一体となったにぎわいと活気にあふれる複合市街地の形成を図

ることが検討されている。  

こうしたことから、中野区において広域中心拠点にふさわしい魅力

ある都市空間を形成するため、面積約２．０ヘクタールの区域につい

て囲町東地区第一種市街地再開発事業を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市

機能の更新を図るため、面積約２．０ヘクタールの区域について高度

利用地区の変更を行うものである。  
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都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画第一種市街地再開発事業  

囲町東地区第一種市街地再開発事業  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成することとしている。  

  一方、地区南側を横断する都市計画道路補助２２１号線が未整備で

あるほか、地区内は戸建住宅や集合住宅が密集しており、道路幅員が

狭く、かつ行き止まり道路が多くなっている。また、地区北側では中

野四季の都市（まち）が整備され、将来的には中野駅西側南北通路や

橋上駅舎、新北口駅前広場の整備により歩行者交通や自動車交通の変

化が予想され、駅を中心とした幹線道路ネットワークや歩行者の回遊

動線の整備など、公共施設整備が必要な地区である。このため、市街

地再開発事業により商業・業務や多様な世代のニーズに合わせた良質

で多機能な都市型住宅などの都市機能を整備し、中野四季の都市（ま

ち）と一体となったにぎわいと活気にあふれる複合市街地の形成を図

ることが検討されている。  

こうしたことから、中野区において土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新を誘導し、広域中心拠点にふさわしい魅力ある都

市空間を形成するため、面積約３．５ヘクタールの区域について囲町

地区地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、土地利用上の観点から検討した結果、面

積約２．０ヘクタールの区域について第一種市街地再開発事業を決定

するものである。  
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都市計画の案の理由書  

 

１． 種類・名称  

東京都市計画道路幹線街路 補助線街路第２２１号線  

 

２． 理由  

本路線は、ＪＲ中央線の鉄道敷に沿って環状７号線と補助２６号線

を東西に接続する路線として計画決定され、未整備となっている。  

一方、中野駅周辺では、大規模国有地の土地利用転換を契機として

新たな都市機能の集積が進んでいる。また中野区は、平成２４年６月

に「中野駅周辺まちづくりグランドデザイン Ver.3」を策定し、中野駅

を中心とした地区の基盤整備や、周辺街区における都市開発事業等に

よる合理的かつ健全な土地の高度利用を推進している。  

このようななか、本路線の一部を含む区域において、第一種市街地

再開発事業の機運が高まり、再開発事業による公共施設整備の一環と

して、区域に含まれる本路線を整備していくこととなった。  

  この第一種市街地再開発事業の都市計画決定に伴い、本路線の南側

に存する鉄道敷の範囲と調整を行うことで土地利用の合理化を図ると

ともに、地域の主要な路線として自動車及び歩行者等の交通の円滑化

を図るため、本路線の一部区域の変更等を行うものである。  
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都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画高度地区  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成することとしている。  

  一方、地区南側を横断する都市計画道路補助２２１号線が未整備で

あるほか、地区内は戸建住宅や集合住宅が密集しており、道路幅員が

狭く、かつ行き止まり道路が多くなっている。また、地区北側では中

野四季の都市（まち）が整備され、将来的には中野駅西側南北通路や

橋上駅舎、新北口駅前広場の整備により歩行者交通や自動車交通の変

化が予想され、駅を中心とした幹線道路ネットワークや歩行者の回遊

動線の整備など、公共施設整備が必要な地区である。このため、市街

地再開発事業により商業・業務や多様な世代のニーズに合わせた良質

で多機能な都市型住宅などの都市機能を整備し、中野四季の都市（ま

ち）と一体となったにぎわいと活気にあふれる複合市街地の形成を図

ることが検討されている。  

こうしたことから、中野区において土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新を誘導し、広域中心拠点にふさわしい魅力ある都

市空間を形成するため、面積約３．５ヘクタールの区域について囲町

地区地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、市街地環境と土地利用上の観点から検討

した結果、面積約１．８ヘクタールの区域について高度地区の変更を

行うものである。  
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都市計画の案の理由書  

 

１ 種類・名称  

  東京都市計画防火地域及び準防火地域  

 

２ 理 由  

  本地区を含む中野駅周辺地区は、中野区都市計画マスタープランに

おいて「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる

土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進

めながら「広域中心拠点」として育成することとしている。  

  一方、地区南側を横断する都市計画道路補助２２１号線が未整備で

あるほか、地区内は戸建住宅や集合住宅が密集しており、道路幅員が

狭く、かつ行き止まり道路が多くなっている。また、地区北側では中

野四季の都市（まち）が整備され、将来的には中野駅西側南北通路や

橋上駅舎、新北口駅前広場の整備により歩行者交通や自動車交通の変

化が予想され、駅を中心とした幹線道路ネットワークや歩行者の回遊

動線の整備など、公共施設整備が必要な地区である。このため、市街

地再開発事業により商業・業務や多様な世代のニーズに合わせた良質

で多機能な都市型住宅などの都市機能を整備し、中野四季の都市（ま

ち）と一体となったにぎわいと活気にあふれる複合市街地の形成を図

ることが検討されている。  

こうしたことから、中野区において土地の合理的かつ健全な高度利

用と都市機能の更新を誘導し、広域中心拠点にふさわしい魅力ある都

市空間を形成するため、面積約３．５ヘクタールの区域について囲町

地区地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、都市防災上の観点から検討した結果、面

積約１．８ヘクタールの区域について防火地域及び準防火地域の変更

を行うものである。  
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囲町地区に係る都市計画案 

（２） 東京都市計画地区計画囲町地区地区計画の決定 

○総括図・計画書・位置図・計画図・参考図   ・・・・・ １頁 

（３） 東京都市計画用途地域の変更 

○総括図・計画書・位置図・計画図 ・・・・・ １１頁 

（４） 東京都市計画高度利用地区の変更（囲町東地区） 

○総括図・計画書・位置図・計画図 ・・・・・ １７頁 

（５） 東京都市計画第一種市街地再開発事業 

囲町東地区第一種市街地再開発事業の決定 

○総括図・計画書・位置図・計画図 ・・・・・ ２４頁 

（６） 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２２１号線の変更 

○総括図・計画書・計画図 ・・・・・ ３０頁 

（７） 東京都市計画高度地区の変更 

○総括図・計画書・位置図・計画図 ・・・・・ ３３頁 

（８） 東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

○総括図・計画書・位置図・計画図 ・・・・・ ３９頁 
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決定区域

東京都市計画地区計画
　　　〔中野区決定〕総括図
囲町地区地区計画
中野区中野四丁目地内

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



変更箇所

東京都市計画用途地域
〔東京都決定〕
総括図

11



12



13



14



2,500 1 27 27 44 27 6 24 MMT
27009 32 27 6 24

2,500 1
27 34 27 5 28 15



16



変更区域

東京都市計画高度利用地区
　　　〔中野区決定〕総括図
高度利用地区（囲町東地区）
中野区中野四丁目地内

17



18



19



20



 

2,500 1 27 27 44 27 6 24 MMT
27009 32 27 6 24  

2,500 1  
27 34 27 5 28  21



 

2,500 1 27 27 44 27 6 24 MMT
27009 32 27 6 24  

2,500 1  
27 34 27 5 28  22



 
 

2,500 1 27 27 44 27 6 24 MMT
27009 32 27 6 24  

2,500 1  
27 34 27 5 28  23



決定区域

東京都市計画第一種市街地再開発事業　　　
　　　　　   〔中野区決定〕総括図
　囲町東地区第一種市街地再開発事業
中野区中野四丁目地内

24



25



2,500 1 27 27 44 27 6 24 MMT
27009 32 27 6 24  

2,500 1  
27 34 27 5 28  26



 

2,500 1 27 27 44 27 6 24 MMT
27009 32 27 6 24  

2,500 1  
27 34 27 5 28  27



 ( ) 

2,500 1 27 27 44 27 6 24 MMT
27009 32 27 6 24  

2,500 1  
27 34 27 5 28  28



 

2,500 1 27 27 44 27 6 24 MMT
27009 32 27 6 24  

2,500 1  
27 34 27 5 28  29



幹線街路補助線街路第２２１号線
（幅員 16m、車線数２）

東京都市計画道路
幹線街路補助線街路第２２１号線
総括図

30



31



3
2



東京都市計画高度地区
　　　〔中野区決定〕総括図
中野区中野四丁目地内

変更区域

33



3
4



3
5



3
6



37



38



変更区域

東京都市計画
　防火地域及び準防火地域
　　　〔中野区決定〕総括図
中野区中野四丁目地内

39



40



41



42
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意見書の要旨及び区の見解 
 

≪ 囲町地区の都市計画案 ≫ 
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意見書の要旨 

 

 囲町地区の都市計画決定及び変更に係る都市計画の案を、平成２７年９月２４日から２週間公衆の縦覧に供したところ、都市計画法第１７条第２項及び都

市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第２項の規定により、４通（個人４通）の意見書の提出があった。その意見の要旨は次のとおりであ

る。 

 なお、都市計画の種類及び名称は次のとおりである。 

 

囲町地区に係る都市計画案 

 （１）東京都市計画地区計画 囲町地区地区計画の決定 

 （２）東京都市計画高度利用地区 囲町東地区の変更 

 （３）東京都市計画第一種市街地再開発事業 囲町東地区第一種市街地再開発事業の決定 

 （４）東京都市計画道路幹線街路 補助線街路第２２１号線の変更 

 （５）東京都市計画高度地区の変更 

 （６）東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更 
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名 称 意 見 書 の 要 旨 中 野 区 の 見 解 

囲町地区に係

る都市計画案 

Ⅰ 賛成の意見に関するもの 

  ２通（２名） 

１．現在の囲町は道路幅員が狭い上、行き止まりの道路が多く、  

地震や火災などの災害に非常に弱い。また、環境面でもみどり

がなく、家が近接しすぎて良くない。これらの問題を一気に解

決し、都市型住宅へ移行するのは大変すばらしいことであり、

是非この計画を推進し実施出来ることを切に望む。 

 

２．囲町に生まれ育っているが、常に防災面での不安があった。

防災に強いまちづくり、自分たちの子ども、孫たちが安心して

暮らせるまちを早急に整備していく必要がある。 

 

Ⅱ 反対の意見に関するもの 

  １通（１名） 

 ３．市街地再開発事業により整備される施設建築物の住宅、事務

所、店舗などの供給量、需要についてどのような根拠で決定し

たのか。また、供給しながら買い手がつかなかった場合、開発

事業費の回収の責任はだれが負うことになるのか。 

 

 

 ４．準備組合が地権者の８０数％が参加して合意されたといわれ

ているが、地権者の定義、分母と分子は何かなどの情報提供が

不十分である。 

 

 

 １～２．意見を参考に今後のまちづくりを推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．当地区の市街地再開発事業施行予定者である再開発準備組合

において、生活再建のために必要な床についての権利者の意向

調査に加え、床需要調査を行ったうえ決定しており、最終的に

は設計段階で供給量を確定していく。事業実施にあたっては、

施行者である再開発組合が責任をもって行う。 

 

 ４．準備組合の加入率や、おおむねの合意の状況について、土地

の所有権及び借地権を有する者（共有持分はあわせて１名とす

る）を権利者としており、分母は総権利者数、分子は合意権利
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 ５．地区内の権利者の権利をどのように評価しているのか。また、

事業後も当地区で営業希望の場合の補償や、アパート居住者な

どへの対応など、現に住んでいる方々の生活がどうなるのか、

居住者の中で情報が共有されていない。 

 

 ６．再開発の区域に地区計画では B 地区とされている土地が含ま

れている。B 地区の地権者でありながら、どうして A 地区の再

開発組合に入ることができるのか。 

 

 

Ⅲ その他の意見に関するもの 

  １通（１名） 

７．A 地区の高層化に反対する。A 地区に高さ１００ｍや９０ｍ

の高層ビルが周囲からわずか２ｍの空地を残すのみで建設され

るとなれば、ビル風の強さは現在以上となることが強く懸念さ

れる。安全に通行できる道をなくさないでほしい。 

 

 ８．Ａ地区、さらにそれに続くＢ地区の開発により、隣接するエ

リアへの住環境に配慮のないまま計画が進められることは勘弁

してほしい。特に、冬季の午前中の日射を奪うことのないよう、

建物の低層化、セットバックの拡大を求める。 

 

 ９．工事の施工にあたっては、車両の往来や夜間工事の制限等、

者数である。情報提供は説明会等において行っている。 

 

 ５．都市再開発法に基づき、施行者が従前資産の評価や権利者へ

の補償を行うこととなる。事業の仕組みや生活再建については

再開発準備組合が権利者を対象に説明会を開催し、理解を深め

ている。 

 

 ６．市街地再開発事業の区域と、地区計画の区域は必ずしも一致

しない為、地区計画に定める B 地区の土地であっても市街地再

開発事業の区域に含めることができる。 

 

 

 

 

 ７．再開発準備組合では開発が風環境に及ぼす影響について、風

洞実験を行っており、その結果を今後の設計に活かしていくこ

ととなる。 

 

 

 ８．今後の設計においても、施設建築物による日影は、条例で定

める規制値以内に収める。 

 

 

 

 ９．工事着手前に施行者である再開発組合が工事説明会等により
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今後も近隣住民への配慮と話し合いを要望する。 

 

１０．補助第２２１号線の杉並区側は狭隘であるため、中野区側が

整備されると、車両や自転車の通行量が急増し、きわめて危険

な状態が予想される。整備にあたっては、杉並区との密接な協

議、住民に対して事前の説明を行うよう求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供していくこととなる。 

 

１０．交通管理者と協議の上、安全対策に充分配慮する。整備にあ

たっては、施行者である再開発組合より事前に情報提供してい

くこととなる。 

 



 

平成２７年（２０１５年）１０月１９日 

都 市 計 画 審 議 会 資 料 

都市政策推進室中野駅周辺地区整備担当 

 

  

中野駅西口地区まちづくりについて 

 

 

１ 中野駅西口地区まちづくり基本方針について  

中野駅西口地区まちづくり基本方針を策定したので報告する。 

   ＊中野駅西口地区まちづくり基本方針《別紙１》 

 

２ 中野駅西口地区地区計画案について 

＊中野駅西口地区地区計画案の概要《別紙２》 

 

３ 中野駅西口地区地区計画の決定に係る都市計画手続きについて 

 

（１）中野駅西口地区地区計画原案に係る手続き 

平成２７年９月２日 中野駅西口地区地区計画原案の説明会 

平成２７年９月７日 中野駅西口地区地区計画原案の公告 

平成２７年９月８日～２４日 中野駅西口地区地区計画原案の縦覧 

 図書の縦覧者：４件 

平成２７年９月８日～２８日 意見収集 

 意見書の提出：１件 

 

（２）今後の予定 

平成２７年１０月２６日 地区計画案に係る説明会 

平成２７年１１月上旬 地区計画案公告・縦覧、意見書受付 

平成２７年１２月中旬 中野区都市計画審議会諮問・答申 

平成２７年１２月～平成２８年１月 都市計画決定・告示 

 



中野駅西口地区まちづくり基本方針中野駅西口地区まちづくり基本方針

1. 策定の目的・・・・・・・・・・・・・1

2. 中野駅西口地区の位置及び範囲・・・・1

3. 中野駅西口地区の状況・・・・・・・・1

4. 中野駅西口地区の上位計画・・・・・・2

5. 中野駅西口地区の将来像・・・・・・・5

6. 中野駅西口地区の整備方針・・・・・・6

7. まちづくりの手法と展開・・・・・・・7

平成 27 年 (2015 年 )１０月

中野区都市政策推進室

別紙１



2.中野駅西口地区の位置及び範囲2.中野駅西口地区の位置及び範囲

1.策定の目的1.策定の目的

3.中野駅西口地区の状況3.中野駅西口地区の状況

3-1.地形3-1.地形

中野駅西口地区
まちづくり基本方針
中野駅西口地区
まちづくり基本方針
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3-2.道路3-2.道路

3-3.土地利用3-3.土地利用

~32m　　~34m　　~36m　　~38m　　~40m　　~42m

○標高約40mの比較的平坦な台地が広がっている。
○地区東側の中野通りに向かい、約６ｍの高低差が生じている。

○地区の東側に幹線道路として中野通りがある。
○地区内では、線路沿い通りや桃園通りが主な
　動線となっているが、東西方向の動線は少な
　い。
○幅員４ｍ未満の狭あいな道路が多い。

○個人商店や事務所など商業・業務施設が集積している。
○地区の西側には、桃丘小学校跡地が立地している。
○地区に隣接して住宅地が広がる。

◎地区の名称　　中野駅西口地区
◎地区の位置　　中野区中野三丁目、中野四丁目　各地内
◎地区の面積　　約3.7ha

凡　例　( 標高 )

中野駅西口地区の範囲
西側南北通路
中野駅西口広場
土地区画整理事業区域

凡　　例

　中野区では、都市計画に関する基本的な方針として定めた「中野区都
市計画マスタープラン」や、中野駅周辺のまちの将来像や整備方針を示
した「中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3」、中野駅地区の整
備の進め方を示した「中野駅地区整備基本計画」等の上位計画に基づき、
中野駅周辺のまちづくりを進めています。
　これを受け、上位計画に掲げる 中野駅地区 や 中野三丁目駅直近地区 
に関わるまちづくりの実現を図る第一歩として、平成２７年３月に中野
駅西側改札とあわせて整備を行う「西側南北通路」や、その受け口とな
る「中野駅西口広場」、また、中野三丁目の駅直近において面的なまち
づくりを行うための「中野三丁目土地区画整理事業」について都市計画
決定を行いました。
　本方針は、これらの都市計画に基づく事業の具現化や、まちの個性を
活かしたまちづくりを推進していくため、中野の新たな玄関口となる中
野駅西側の上空活用と中野三丁目駅直近地区の範囲を「中野駅西口地
区」として位置づけ、地区の将来像や土地利用の方針、都市基盤の整備
方針等について、今後のまちづくりの方向性を示したものです。
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平成 23年東京都土地利用現況調査より

中野三丁目中野三丁目

中野三丁目中野三丁目

凡　例　（道路幅員）
16m～
8m～
6m～
4m～
4m未満

一方通行

線路沿い通り線路沿い通り

線路沿い通り線路沿い通り

新北口駅前広場嵩上デッ
キ

新北口駅前広場嵩上デッ
キ

線路沿い通り線路沿い通り

中野駅西口地区の高低差 道路幅員及び交通規制の状況

土地利用の現況

南口駅前広場南口駅前広場

南口駅前広場南口駅前広場

南口駅前広場南口駅前広場
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中央部地域まちづくり方針図

中野駅周辺のにぎわいと環境の調和するまちづくり
○中野駅周辺の「商業・業務地区」は、再開発などによる土地利用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能な
　どの交通環境の改善・整備をすすめながら、人々が働き、学び、集い、楽しむ「広域中心拠点」として育成し
　ます。

中野駅地区の整備、交通結節機能の強化
○駅及び駅前広場を改善し、公共交通機関の利便性や歩行者の東西南北の回遊性を確保し、交通結節機能を強化
　するとともに、中野の玄関口として魅力ある駅及び周辺空間を形成します。
○ペデストリアンデッキの活用により、東西南北の回遊動線の形成をすすめます。

中央部地域まちづくり方針
　中野駅周辺において、商業・業務や交流、高
等教育、医療、文化機能など、多様な都市機能
が集積し、中野の顔としてまた東京の新たな顔
としてふさわしい、個性的で新しい魅力を発信
する、活気とにぎわいにあふれたまちをつくり
ます。
　また、その周辺部においては、みどり豊かな、
暮らしやすい住環境の整備をすすめ、だれもが
安心して快適に住み続けられるまちをつくりま
す。

【広域中心拠点】
　中野駅周辺一帯は、中野
の玄関口の交通結節点とし
ての機能を強化し、商業・
業務、文化その他広域性を
有する諸機能の集積を強化
することによって、ファッ
ション、文化を発信する、
みどり豊かで魅力・にぎわ
い・活気のある、東京の新
たな複合拠点に育成・整備
します。

　中野駅周辺は、中野区全体の行政・経済・交通などの中心核であ
り、区民全体の共有空間といえます。このエリアでは、既存の魅力
と新たな開発が共生する、多様なまちづくりを多彩に展開すること
により、将来の中野区のまちの姿を先導的に実現していきます。
　また、このエリアでは、中野通りと中央線で分かれる４つのゾー
ンとこれらを束ね重なる中央の中野駅直近ゾーンのそれぞれの特性
を踏まえつつ、一体的なグランドデザインのもとにまちづくりをす
すめます。

●中野四丁目ゾーン
　警察大学校等跡地の大規模敷地などを活用して、環境調和型の機
能複合都市空間を形成します。
●中野五丁目ゾーン
　独自の商業文化と界隈性のある駅前商業集積の活用と再生をすす
めるとともに、後背の住宅地区の保全と改善をすすめます。
●中野二丁目ゾーン
　駅直近開発による業務・商業機能の集積、ならびに、もみじ山へ
の文化・スポーツ集積をすすめることにより、二つの拠点とそれら
をつなぐにぎわいを創出し、あわせて後背の住宅地の保全と改善を
すすめます。
●中野三丁目ゾーン
　駅直近開発により業務・商業機能の集積をすすめるとともに、後
背の良好な住宅地区の保全と改善をすすめ、小劇場などの文化施設
の集積を図り、にぎわいと良好な住宅地区の共存をすすめます。
●中野駅直近ゾーン
　中野駅周辺の４ゾーンをつなぐ核として、中野駅地区と区役所・
サンプラザ地区を中心に、中野区の玄関口となる広域的な交流拠点
を形成します。

各ゾーンの位置図

中野駅周辺の総合的整備エリアの
まちづくり推進

凡　例
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多核回遊型都市の形成
　中野駅周辺の４つの地区は、それぞれのまちの成り立ちに基づいて、まちの個性
を形成してきました。そうした個性を活かしながら、多様な都市機能の配置・集積
を図り、活力と魅力を高めていきます。また、４つの地区が相互に連携し合い、相
乗的に発展していけるよう、駅を中心とした回遊ネットワークを形成するための動
線整備を進めます。

【各地区をつなぐ動線】
●駅や基盤施設の整備を通じて、日常的な歩行者交通の円滑化と非常時にお
　ける広域避難場所への誘導動線の確保に向け、複数の経路を整備します。
●西側南北通路は、西側改札新設による利便性の向上とともに、中野三丁目
　と四丁目をつなぎ、中野通りに次ぐ南北の主要な動線として整備します。
【中野駅（駅ビル）】
●中野駅の上空活用は、周辺地区への回遊動線を確保するためには必須のも
　のです。駅ビルを地域全体の基盤施設として最大限有効に機能するようＪ
　Ｒとの連携協力を築き、公共的貢献を導くこととします。中野駅西側橋上
　駅舎及び南北通路との一体的な整備、並びに南側東西の動線確保を進めま
　す。
【中野三丁目駅前広場】
●西側南北通路における南側の新たな玄関口として、歩行者の利便性を高め、
　回遊動線を円滑にする駅前広場を整備します。

中野駅地区～魅力ある中野の玄関口としてまちをつなぐ
地区のめざすべき姿
●駅施設や基盤の整備を通じて、駅から駅前広場、周辺のまちへと続く安全
　で快適な歩行者動線を確保し、駅利用の利便性だけでなく、生活の利便性
　も高まっている。
●駅、まちそれぞれの機能が融合し、魅力的なにぎわいを生み出し、さらな
　る来街者の増加や区民の利便性の向上につながっている。
●中野区の玄関口としてみどりや潤いが感じられる場が創出されている。

【中野三丁目駅前広場】
●西側南北通路における南側の新たな玄関口として、歩行者の利便性を高め、
　回遊動線を円滑にする駅前広場を整備します。（再掲）
【中野三丁目駅直近地区及び桃丘小跡地】
●駅直近から線路沿い桃丘小跡地にかけて、街区の再編や道路を整備する面的
　なまちづくりを行い、防災性や利便性を高め、後背の住宅地を含む地区全体
　の生活環境の向上を図ります。
●桃丘小跡地は、面的なまちづくりの事業用地として活用します。
●中野通りを横断し南口駅前広場と接続する歩行者動線を整備し、両広場及び
　周辺地区の機能連携や移動の円滑化を図ります。
【桃園通り沿い地区、住宅地区】
●駅につながる主要な歩行者動線として安全性や快適性を確保するため、共同
　化や建替えなどに伴い歩行者空間を創出します。
●文化的なにぎわいのまちなみを形成するとともに、後背の良好な住環境を守
　ります。

中野三丁目地区～文化的なにぎわいと暮らしの調和
地区のめざすべき姿
●駅直近のにぎわいや文化が、後背の落ち着いた住宅街につながり、利便性と
　良好な住環境が調和したまちが広がっている。
●駅直近地区の面的な再整備によって道路交通環境が整い、地区全体の回遊性
　が高まり、まちの活力が向上している。

　中野駅周辺のまちづくりにあたっては、中野区都市計画マスタープランで掲げる
都市整備の基本理念、「安全・安心」「持続可能性」「協働」に加え、中野駅周辺
の課題や特徴を踏まえた基本的な考え方を掲げ、先導的にまちづくりを進めていき
ます。中野駅周辺は、区全体を「持続可能な活力あるまち」へとけん引する中野区
の中心拠点として、多様な都市機能が集約された「東京の新たなエネルギーを生み
出す活動拠点」となることをめざします。

【中野駅(駅ビル)】
回遊性や利便性向上、地
域商業のさらなる発展に
つながる駅ビルの誘導

【中野三丁目駅前広場】
西側南北通路における南側の新た
な玄関口としての駅前広場の整備

【中野三丁目駅前広場】
　西側南北通路における南側の新たな玄関口として
　の駅前広場の整備
【中野三丁目駅直近地区及び桃丘小跡地】
・防災性や利便性を高める、街区の再編や道路整備
　による面的なまちづくりの実施
・桃丘小跡地の事業用地としての活用

【桃園通り沿い地区】
・共同化や建替えなどに
　よる歩行者空間の創出
・文化的なにぎわいのま
　ちなみ形成 【住宅地区】

良好な住環境の保全

【各地区をつなぐ動線】
・中野三丁目と四丁目をつなぐ西側南北通路の整備
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自転車駐車場検討エリア

中野三丁目駅前広場（南西側）
「中野駅新改札口設置にあわせた歩行者主体の広場空間確保」
○新改札からの歩行者を受け止め、地域の賑わいを形成するユニ　
　バーサルデザインに配慮した歩行者動線・空間の確保
○周辺との連続性、潤いを与える空間を確保
○中野三丁目駅直近のまちづくりと合わせた新たな南側の広場整備

【歩行者ネットワークの考え方】
○駅直近の回遊性の向上
○地区内歩行者の利便性・安全性の向上
○防災
・避難場所へ円滑に移動が出来る道路幅員構成の歩行者ネッ
　トワークを形成。
【歩行者空間の考え方】
○歩行者空間の拡充
・共同化や街区再編整備、建築物の建て替え時に合わせた　
　セットバック（地区計画）等により、歩行者空間（動線）
　の充実を図る。
○にぎわい回遊動線・広場
・中野駅を中心として、ユニバーサルデザインで歩きやすく
　快適な歩行者空間を整備。

【自転車ネットワークの考え方】
○交通アクセス・安全性の向上
・各丁目のエリア内において、自転車駐車場までの移動や地
　区内の移動を円滑に行えるよう東西及び南北方向の動線を
　拡充。
・自転車走行位置の明示等により、歩行者・自動車との道路
　内の空間分離を図り、自転車走行環境を向上。
○自転車駐車場の配置
・中野駅周辺中心部の歩行者優先エリアの外周に、自転車　
　ネットワークに配慮した自転車駐車場を分散して配置する。
・整備にあたっては、民間開発等との連携を図り、適切な公
　民の役割分担に配慮する。
・出入り口は歩行者動線との交差を避けるなど適切な位置に
　設けるよう配慮する。

駅前広場整備の考え方

新北口駅前広場（北西側）
「新しい中野の顔となる
　都市型複合交通ターミナルの整備」

現北口駅前広場（北東側）【整備済】
「地域の利便性確保と賑わい形成に資する
　歩行者主体の広場の創出」

南口駅前広場（南東側）
「民間開発との連携による南口の交通
　ターミナル機能及び歩行者空間の強
　化」

中野駅周辺の主要動線の考え方
【自動車ネットワークの考え方】
○交通アクセスの向上
・地区内は、幹線道路、交通結節点及び今後見込まれる大規
　模開発等との連携を高めるよう主要な道路ネットワークを
　形成。
○防災性の向上
・地区内の主要な道路ネットワークは、緊急車両の進入ルー
　トや避難ルートの確保等防災性向上も考慮。
【駐車場配置の考え方】
○中野駅周辺中心部への自動車流入の抑制
・駐車場の集約化や分散配置をはかり、出入口は歩行者優先
　エリアの外周に設置。
○開発者による駐車場整備
・将来の都市開発による駐車需要の増加に対しては、都市開
　発における適切な規模の駐車場を確保。

（現道有）

（計画・構想）

（現道有）

幹線道路系

区画道路系

検討範囲

駅前広場
（計画・構想含む）

主要区画道路系

歩行者優先エリア

歩行者と自転車を
極力分離するエリア

歩行者と自転車を
分離するエリア

（整備済）

（構想等）

（現道有）

幹線道路

区画道路

検討範囲

歩行者優先エリア
駅前広場

主要区画道路

公共として
整備する駐車場

幹線道路系

区画道路系

にぎわい回遊動線

主要区画道路系
（デッキ等含む）

歩行者優先エリア

(現道有 )

( 計画・構想 )

( 現道有 )

( 計画・構想 )

開発による駐車場整備
を想定するエリア

東西南北の連絡路
「地区相互の回遊性を高める安全で快適な歩行者動線の確保」
○鉄道や自動車動線と分離するとともに、ユニバーサルデザ
　インに配慮して相互を接続
○非常時の広域避難場所（区役所一帯）までの避難路として
　必要幅員、耐震性を確保
○具体の施設位置は、市街地の状況等を踏まえて決定。市街
　地側での整備が困難な箇所では、鉄道敷地内での整備等を
　検討
○整備時期は北側東西連絡路（整備済）に続き、新改札に合
　わせて西側南北通路を整備、南側東西連絡路と東側南北通
　路については周辺まちづくりと合わせた整備を進める

歩行者ネットワークの将来イメージ図

自転車ネットワークの将来イメージ図

自動車ネットワークの将来イメージ図

　中野駅地区整備基本計画では、４つの
駅前広場について、それぞれにその機能
を示しています。
　新北口駅前広場と南口駅前広場につい
ては自動車等複合系、現北口駅前広場と
中野三丁目駅前広場については歩行者系
としています。

交通処理空間交通処理空間

中
野
通
り

中
野
通
り



5.中野駅西口地区の将来像5.中野駅西口地区の将来像

55

中野四丁目中野四丁目

西
側
南
北
通
路

西
側
南
北
通
路

中野駅
西口広場
中野駅
西口広場

中野三丁目中野三丁目

中野二丁目中野二丁目

中野五丁目中野五丁目

中
野
通
り

中
野
通
り

桃
園
通
り

桃
園
通
り

桃丘小学校跡地桃丘小学校跡地

中野駅中野駅駅舎

線路沿い通り線路沿い通り

新北口駅前広場嵩上
デッキ

新北口駅前広場嵩上
デッキ

南口駅前広場南口駅前広場

駅ビル建設を想定

【中野区都市計画マスタープラン】

中野駅周辺地区
《広域中心拠点》

【中野駅周辺まちづくりグランドデザイン Ver.3】

中野駅西口地区の将来像

●立体道路制度の活用による駅の上空利用
　○西側南北通路、駅施設及び駅ビルの一体的な整備
　○西側南北通路を介した駅周辺への回遊動線の確保
　○地域生活の利便性の向上

●新たな駅前広場の整備や多様な都市機能の創出
　○南側の新たな玄関口となる駅前広場の整備
　○面的なまちづくりによる街区の再編や道路の整備
　○安全で快適な歩行者動線を確保し、防災性や利便性を向上
　○商業・業務・住宅等の多様な都市機能を創出
　○文化的なにぎわいと暮らしが調和した複合市街地の形成

●駅からの連続したにぎわいの形成と暮らしの調和
　○商業・業務機能の誘導
　○地区のにぎわい軸となる安全で快適な歩行者空間の創出
　○にぎわいと暮らしが調和した利便性の高い住環境の形成

中野駅地区
《魅力ある中野の玄関口としてまちをつなぐ》

中野三丁目地区
《文化的なにぎわいと暮らしの調和》

　上位計画に示すまちづくりの方針をもとに、本地区のめざすべき姿を将来像として示します。

・立体道路制度の活用による
　駅の上空利用

・新たな駅前広場の整備や多様な都市機能の創出

・にぎわいと暮らしが調和した
　利便性の高い住環境の形成

中野三丁目と中野四丁目を結ぶ
回遊動線
にぎわい軸を形成する回遊動線
地区内外をめぐる回遊動線

・駅からの連続したにぎわいの形成

●立体道路制度の活用による駅の上空利用
　立体道路制度※を活用した、中野駅上空への西側南北通路、駅施設及び駅ビルの一体的
な整備を通じ、本地区を含めた駅周辺への回遊動線の確保を図るとともに、さらなる来街
者の増加や地域生活の利便性の向上を図ります。

●新たな駅前広場の整備や多様な都市機能の創出
　中野三丁目の駅直近においては、新たな南側の玄関口となる駅前広場の整備を契機に、
駅につながる安全で快適な交通動線の確保や、にぎわいを創出する駅前立地を活かした土
地利用が求められています。
　そこで、土地の有効利用と都市機能の更新を進めるため、駅直近から線路沿い桃丘小学
校跡地にかけて、街区の再編や道路を整備する面的なまちづくりを行い、防災性や利便性
を高めるとともに、商業、業務、住宅など多様な都市機能を創出し、文化的なにぎわいと
暮らしが調和した複合市街地の形成を図ります。

●駅からの連続したにぎわいの形成と暮らしの調和
　駅からの連続したにぎわいの形成やまちの活力を高めるため、建物の更新にあわせて、
商業・業務機能の誘導や、地区のにぎわい軸となる安全で快適な歩行者空間を創出します。
また、駅直近のにぎわいと暮らしが調和した利便性の高い住環境の形成を図るとともに、
建物の更新にあわせて安全で快適な歩行者空間を創出します。

　中野駅周辺は、中野区都市計画マスタープランにお
いて、「商業・業務地区」に位置づけられており、再
開発などによる土地利用の高度化、景観の向上や駅前
交通結節機能の改善・整備をすすめながら、「広域中
心拠点」として育成することとしています。
　また、中野駅周辺地区まちづくりグランドデザイン
Ver.3では、中野駅周辺の４つの地区のそれぞれのまち
の個性を活かしながら、多様な都市機能の配置・集積
を図り、活力と魅力を高めるとともに、相互に連携し
合い、相乗的に発展していけるよう、駅を中心とした
回遊ネットワークを形成するための動線整備を進める
こととしています。さらに中野駅周辺各地の整備方針
として、中野駅地区については「魅力ある中野の玄関
口としてまちをつなぐ」を、中野三丁目地区について
は「文化的なにぎわいと暮らしの調和」をそれぞれま
ちのめざすべき姿として示しております。
　そこで、中野駅西口地区においては、これら上位計
画に示す方針やまちのめざすべき姿の実現を図るため、
地区の状況や特性を踏まえ、次のように将来像を示し
ます。

将来像のイメージ

※立体道路制度とは、道路の区域内に、道路と建築物の敷地を併せて利用すべき区域を定め、建
　築物と道路を立体的に整備し、土地を有効に利用する制度です。

中野駅西口地区の将来像
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●立体道路制度を活用し、中野駅上空に西側南
　北通路、西側改札及び駅ビルを一体的に整備
　します。

●西側南北通路を介し、駅から駅前広場、周辺
　のまちへと続く安全で快適な歩行者動線と非
　常時における広域避難場所への誘導動線を確
　保し、駅周辺の回遊性と生活利便性の向上を
　図ります。

●駅と周辺のまちの機能が融合した魅力的なに
　ぎわいを創出するため、駅上空に商業機能等
　を形成し、来街者及び区民の利便性の向上を
　図ります。

●土地区画整理事業により、みどりの創出とユ
　ニバーサルデザインに配慮した中野駅西口広
　場の整備や街区の再編、道路の整備を行い、
　地区内外の回遊性の向上と防災性・利便性を
　高め、後背の住宅地を含む地域全体の生活環
　境の向上を図ります。

●駅からの連続したにぎわいの形成を図るため、
　駅前立地を活かした土地の合理的かつ健全な
　有効利用を誘導し、商業、業務、住宅等の多
　様な都市機能が集積した複合的な土地利用を
　図ります。

●桃丘小学校跡地を活用した、にぎわいを創出
　する拠点施設については、自転車駐車場と商
　業施設などを複合的に整備します。

●共同化や協調建替え等にあわせて、歩行者空
　間及び、人々の憩いや交流の場となるオープ
　ンスペースを創出し、駅へつながる安全で快
　適な歩行者ネットワークの形成を図ります。

●駅直近の利便性と後背の落ち着いた住宅地と
　調和した良好な住環境の形成を図るとともに、
　共同化や建替え等にあわせて、歩行者空間を
　創出します。

●西側については、土地区画整理事業により街
　区の再編や道路の整備を行い、地区の回遊性
　を高める歩行者動線を確保します。

●地区の特性や課題を踏まえ、共同化や建替え
　等にあわせたまちづくりの手法を検討してい
　きます。

●中野駅西口広場からつながる、地区のにぎわ
　い軸となる安全で快適な歩行者空間を創出し
　ます。

A 地区
（駅上空を中心とした地区）

B地区
（新たなにぎわいを創出する地区）

D地区
（駅前商店街を中心とした地区）

C地区（住宅地区）

西側南北通路のイメージ図

中野駅西口広場のイメージ図

B地区

C地区

D地区

中野四丁目中野四丁目

西
側
南
北
通
路

西
側
南
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路

中野駅
西口広場
中野駅
西口広場

中野三丁目中野三丁目
中野二丁目中野二丁目

中野五丁目中野五丁目

中
野
通
り

中
野
通
り

桃
園
通
り

桃
園
通
り

桃丘小学校跡地桃丘小学校跡地

中野駅中野駅

南口駅前広場南口駅前広場

　中野駅西口地区では、地区計画を定めて計画的にまちづくりを推進し
ていきます。また、地区計画の策定にあたっては、地区の立地特性を踏
まえ、当地区を次の４つの区域に区分して、区域ごとに土地利用の方針
を示します。

新北口駅前広場嵩上
デッキ

新北口駅前広場嵩上
デッキ

拠点施設

土地区画整理事業区域
土地区画整理事業により整備する道路
駅ビル建設想定範囲

凡　例

A地区駅舎

※イメージ図は現時点での検討に基づくものであり、今後の検討により変わる可能性があります。
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7.まちづくりの手法と展開7.まちづくりの手法と展開
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6-3.建築物等の整備の方針6-3.建築物等の整備の方針

7-2.まちづくりの展開7-2.まちづくりの展開
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野
通
り

桃
園
通
り

桃
園
通
り

駅舎
駅ビル建設を想定

土地区画整理事業区域

　西側南北通路
●中野三丁目と中野四丁目をつなぎ、中野通りに次ぐ南北の主要な
　動線として整備します。
●駅から駅前広場、周辺のまちへと続く安全で快適なユニバーサル
　デザインに配慮した歩行者動線を確保します。
●広域避難場所への誘導動線を確保し、地区の防災性を高めます。

　中野駅西口広場
●西側南北通路における南側の新たな玄関口として、みどりの創出
　とユニバーサルデザインに配慮した歩行者主体の駅前広場を整備
　し、交通結節機能の強化を図ります。

●立体道路制度の活用による、駅の上空利用を図ります。
●文化的なにぎわいと暮らしが調和した複合市街地として、健
　全な商業環境の形成とにぎわいの創出を図るために必要な機
　能を誘導します。
●適正かつ合理的な土地の有効利用を図り、後背の住宅地と調
　和した良好な住環境を保全するためのルールづくりを進めま
　す。
●回遊性のある安全で快適な歩行者空間を確保するためのルー
　ルづくりを進めます。
●複合市街地として良好なまちなみの形成を図るためのルール
　づくりを進めます。

安全・快適で利便性の高い都市空間の形成と防災性の向上を図るため、都市基盤等の整備の方針を示します。

～平成 26年度 平成 27 年度～平成 29 年度 平成 30 年度～平成 32 年度 平成 33 年度～

　魅力ある中野の玄関口としてふさわしい土地利用の誘導と良好な
まちなみの形成を図るために、建築物等の整備について、地区の状
況に応じたまちづくりに関するルールづくりを進めます。

　区画道路
●災害時における緊急車両の通行等、地域の防災性の向上を
　図る区画道路を整備します。
●駅から住宅地へつながる安全で快適な歩行者空間を確保し、
　回遊ネットワークの形成を図るとともに、電線類の地中化
　を促進します。

　自動車・自転車駐車場
●商業施設などに対して、中野区駐車場整備計画に定めた整
　備方針に基づいた自動車駐車場の整備を指導・誘導します。
●拠点施設に整備する公共自転車駐車場については、歩行者
　動線との交差を避けるなど適切な位置に設けるように配慮
　します。

事業によるまちづくり

誘導型まちづくりの検討

立体道路制度
　立体道路制度を活用するこ
とにより、駅地区の回遊性を
創出し、中野三丁目と中野四
丁目をつなぐ西側南北通路、
西側改札及び駅ビルを一体的
に整備します。

土地区画整理事業等
　土地区画整理事業により中
野駅西口広場や街区の再編・
道路の整備を行うとともに、
土地有効利用事業により、桃
丘小学校跡地を活用した、に
ぎわいを創出する拠点施設を
整備します。

　地区の特性や課題を踏まえ、
共同化や建替え等にあわせた誘
導型のまちづくりを検討し、地
区計画を定めていきます。

・立体道路制度
・土地区画整理事業

誘導型まちづくりの検討・地区計画策定②・まちづくりの進展

都市計画決定

段階的整備地区計画策定①

地区計画によるまちづくり
　地区計画とは、ある一定のまとまりを持っ
た「地区」を対象に、地区の特性や課題を踏
まえ、目指すべき将来像を設定し、地区の実
情にあった一定のルールを都市計画に定め、
まちづくりを進めていく手法です。

・目標　　・方針　　・地区整備計画

　地区の実情を踏まえ、段階的に地区
計画を定め、まちづくりを進めていき
ます。

地区計画に定める事項

地区計画策定①地区計画策定①

地区計画策定②地区計画策定②

誘導型まちづくりの検討

事業によるまちづくり

・共同化や建替え等に
　あわせたまちづくり

・西側南北通路
・中野駅西口広場
・土地区画整理事業

今後の予定



中野駅西口地区地区計画案の概要
別紙 2

1. 名称

2. 位置

3. 面積

4. 地区計画の目標

5. 区域の整備・開発及び保全に関する方針

中野駅西口地区地区計画

中野区中野三丁目、中野四丁目各地内

約 2.3ha

5-1. 土地利用の方針

5-2. 地区施設の整備の方針

5-3. 建築物等の整備の方針

　本地区は、中野駅南口の西側に位置し、地域の暮らしに密着した個人
商店や中低層住宅などが立地している地区である。本地区を含む中野駅
周辺地区は、中野区都市計画マスタープラン（平成２１年４月）におい
て「商業・業務地区」に位置付けられており、再開発などによる土地利
用の高度化、景観の向上や駅前交通結節機能の改善・整備を進めながら
「広域中心拠点」として育成するとともに、駅周辺道路、ペデストリア
ンデッキの整備などを進め、駅周辺の回遊性を高めることとしている。
また、中野駅周辺まちづくりグランドデザイン Ver.３（平成２４年６月）
では、中野駅周辺の４つの地区のそれぞれのまちの個性を活かしながら、
多様な都市機能の配置・集積を図り、活力と魅力を高めるとともに、相
互に連携し合い、相乗的に発展していけるよう、駅を中心とした回遊ネッ
トワークを形成するための動線整備を進めることとしている。
　このことから、本地区においては、立体道路制度を活用した、中野駅
上空への西側南北通路、駅施設及び駅ビルの一体的な整備を通じ、本地
区を含めた駅周辺への回遊動線の確保を図るとともに、更なる来街者の
増加や地域生活の利便性の向上を図る。

　安全・快適な利便性の高い都市空間の形成と防災性の向上を図るため、
地区施設の整備の方針を次のように定める。

１．区画道路
・円滑な交通の処理を図るとともに、安全で快適な歩行者空間を確保す
るため、中野駅西口広場から後背の住宅地へとつながる回遊ネット
ワークの形成を図る。また、災害時における緊急車両の通行等、地域
の防災性の向上を図る。

　魅力ある中野の玄関口としてふさわしい土地利用の誘導と良好な街並
みの形成を図るために、地区の状況に応じて、建築物等の整備の方針を
次のように定める。

１．立体道路制度を活用して、道路の上空において建築物等の整備を一
体的に行うため、都市計画道路の名称、重複利用区域、建築物等の
建築又は建設の限界を定める。

２．複合市街地として健全な商業環境の形成とにぎわいの創出を図るた
め、建築物等の用途の制限を定める。

３．適正かつ合理的な土地の有効利用を図るとともに、後背の住宅地と
調和した良好な住環境を保全するため、地区の特性に応じ、建築物
の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地
面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度を定める。

４．回遊性のある安全で快適な歩行者空間を確保するため、壁面の位置
の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める。

５．複合市街地として良好な街並みの形成を図るため、 建築物等の形態
又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を定める。

１．Ａ地区
・立体道路制度を活用し、中野駅上空に西側南北通路、西側改札及び駅
ビルを一体的に整備し、駅から駅前広場、周辺のまちへと続く安全で
快適な歩行者動線と非常時における広域避難場所への誘導動線を確保
し、本地区を含めた駅周辺の回遊性と生活利便性の向上を図る。
・駅と周辺のまちの機能が融合した魅力的なにぎわいを創出するため、
駅上空に商業機能等を形成し、来街者及び区民の利便性の向上を図る。

２．Ｂ地区
・土地区画整理事業により、西側南北通路における南側の新たな玄関口
として、みどりの創出とユニバーサルデザインに配慮した中野駅西口
広場を整備し、交通結節機能の強化を図るとともに、街区の再編や道
路の整備を行い、地区内外の回遊性の向上と防災性や利便性を高め、
後背の住宅地を含む地域全体の生活環境の向上を図る。

　中野区の「広域中心拠点」の形成に向けて、地区の立地特性を踏まえ、
三つの地区に区分し、土地利用の方針を以下に定める。

　また、土地の合理的かつ健全な有効利用と都市機能の更新を進めるた
め、駅直近から線路沿い桃丘小跡地にかけて、街区の再編や道路を整備
する面的なまちづくりを行い、商業、業務、住宅など多様な都市機能の
創出を図るとともに、西側南北通路における南側の新たな玄関口として
の駅前広場の整備や駅につながる安全で快適な交通動線を確保し、防災
性や利便性を高め、文化的なにぎわいと暮らしが調和した複合市街地の
形成を図る。

・駅から連続したにぎわいの形成と地域生活の利便性を高めるため、駅       
前立地を活かした土地の合理的かつ健全な有効利用を誘導し、にぎわ
いを創出する拠点施設の整備や商業、業務、住宅等の多様な都市機能
が集積した複合的な土地利用を図る。
・共同化や協調建替え等にあわせて歩行者空間及び、人々の憩いや交流
の場となるオープンスペースを創出し、駅へつながる安全で快適な歩
行者ネットワークの形成を図る。

３．Ｃ地区
・土地区画整理事業により街区の再編や道路の整備を行い、地区の回遊
性を高める歩行者動線を確保するとともに、駅直近の利便性と後背の
落ち着いた住宅地と調和した良好な住環境の形成を図る。

位置図

計画図 1



中野駅西口地区地区計画案の概要
6. 地区整備計画
6-1. 位置
6-2. 面積

6-3. 建築物に関する事項

中野区中野四丁目地内

約 0.9ha

(1) 地区の区分

(2) 建築物等の用途の制限

(3) 建築物の容積率の最高限度

名称  面積
A-1 地区 約 0.8ha
A-2 地区 約 500 ㎡
A-3 地区 約 300 ㎡

A-1 地区 10 分の 60
A-2 地区 10 分の 40
A-3 地区 10 分の 20

(4) 建築物の建ぺい率の最高限度

(5) 建築物等の高さの最高限度

(6) 壁面の位置の制限

A-1 地区 10 分の 8
A-2 地区 10 分の 8
A-3 地区 10 分の 6

(7) 建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限

6-4. 立体道路に関する事項
(1) 都市計画道路の名称

(3) 建築物等の建築又は建設の限界

(2) 重複利用区域

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項各号に
掲げる風俗営業、同条第５項に該当する営業の用に供する建築物は建築し
てはならない。

１　建ぺい率の規定の適用については、次の第一号又は第二号のいずれか
に該当する建築物にあっては上記に定める数値に１０分の１を加えた
ものをもって上記に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建
築物にあっては上記に定める数値に１０分の２を加えたものをもって
上記に定める数値とする。
(1) 上記に定める建ぺい率の限度が１０分の８とされている地区外で、
かつ、防火地域内にある耐火建築物

建築物の高さの最高限度はＧＬ＋３１ｍとする。
（ＧＬは、Ｔ．Ｐ．＋４７．９ｍとする。）

　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は建築敷地（人工地盤）の境界
線より３ｍ後退した線（１号壁面線。ただし、重複利用区域を除く。）
を越えて建築してはならない。ただし、次の各号に該当する建築物等は
この限りではない。
(1) 道路一体建築物と道路上に設けられた西側南北通路とを接続するた
めの歩行者デッキ及び歩行者デッキ上に設けられた歩行者の安全性
を確保するために必要な上屋、ひさしの部分その他これらに類する
建築物等の部分

(2) 道路一体建築物の人工地盤を支える構造物
(3) 公益上必要な施設等で当該建築物の敷地内に存するもの

１．建築物および工作物は、原色を避け、街並み形成に配慮するなど
周辺環境と調和したものとする。

２．建築物および工作物は、歩行者の安全で快適な通行に配慮したも
のとする。

３．西側南北通路に面する店舗、飲食店等商業施設の正面部分は、に
ぎわいの形成と快適な歩行空間との連続性に配慮したものとする。

４．屋外広告物は、建築物との一体性、歩行者空間との調和等に配慮
した設置位置、形態、規模及び意匠等とし、良好な都市景観の形
成に寄与するものとする。

(2) 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で建築基準法第５３
条第３項第二号の規定により特定行政庁が指定するものの内に
ある建築物

２　Ａ－１地区及びＡ－２地区において、建築基準法第５３条第５項第
一号に該当するものにあっては建ぺい率の規定は適用しない。

３　建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内
の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防
火地域内にあるものとみなして、上記の規定を適用する。

東京都市計画道路　特殊街路中野歩行者専用道第２号線

計画図表示のとおり。

計画図表示のとおり。

A　　　　　　　　　　　　　　A’

B　　　　　　　　　　　　　　B’ C　　　　　　　　　　　　　　C’

C   　  C’

A   　  A’
B   B’

D

D’

平面図範囲断面位置

D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D’

計画図 2

計画図 3-5

計画図 3-3 計画図 3-4

計画図 3-2

計画図 3-1 平面図

断面図

断面図 断面図

断面図



 

 

 

大和町中央通り沿道地区地区計画原案について 

 

 

１．大和町中央通り沿道地区地区計画原案について 

・大和町中央通り沿道地区地区計画原案（別紙） 

【参考】都市計画の変更内容（素案） 

 

 

 

 

２．これまでの経緯 

・大和町地域防災まちづくり説明会（大和町地区を対象）    平成２５年８月 

・不燃化特区制度に関する説明会（沿道地区を対象）      平成２６年４月 

・大和町まちづくり方針素案説明会（大和町地区を対象）         ６月 

・都市防災不燃化促進事業導入に向けた説明会（沿道地区を対象）    １０月 

・大和町まちづくり方針案説明会（大和町地区を対象）     平成２７年３月 

・地区計画等素案説明会            平成２７年８月 28、30日 

 

 

 

 

３．今後の予定について 

・地区計画等原案説明会                １０月８日 

・地区計画等原案の縦覧、意見聴取              ９日～ 

・都市計画の概要説明会                １１月下旬 

・地区計画案及び都市計画変更案の縦覧         １２月 

・地区計画及び都市計画変更の諮問       平成２８年１月（中野区決定） 

・用途地域変更の諮問                  ２月（東京都決定） 

・都市計画決定及び不燃化促進区域の指定         ３月（予定） 

 

 

平成 2 7年（ 2 0 1 5年） 1 0月 1 9日 
都 市 計 画 審 議 会 資 料 
都市基盤部大和町まちづくり担当 

 
 



１．地区計画の名称・面積・位置

２．地区計画の目標

4．建築物の整備方針と計画　　　

３．土地利用の方針

別 紙　　　

　本地区は、ＪＲ中央線高円寺駅の北側及び西武新宿線野方駅・都立家政駅の南側に位置する大
和町中央通り（東京都市計画道路事業補助線街路第２２７号線）の沿道市街地であり、中野区都
市計画マスタープランにおいて、後背の住宅地との調和を図りつつ、快適な歩行者空間やにぎわ
いのある沿道街並みの創出を図る補助幹線道路沿道地区に位置付けられ、商住併用建物を中心に、
地区の特性を踏まえて、土地の有効利用の誘導、延焼遮断帯としての機能強化を図ることとして
いる。
　一方で、本地区は、老朽化した木造建築物が密集しており災害時の危険性が高くなっているこ
とから、大和町中央通りの拡幅整備が行なわれることとなった。そのため、延焼遮断帯の形成や
適切な土地利用の誘導に伴うにぎわいの創出など、拡幅整備にあわせたまちづくりが必要な地区
である。
　そこで、本地区においては災害に強く安全で、だれもが安心して快適に住み続けられるまちの
実現を目標とする。

　地区整備計画の区域（地区計画区域と同範囲）においては、良好な市街地形成を図るとともに
防災性能を確保するため、建築物等の整備の方針を次のように定めます。

●建築物の用途の制限
　　地区にふさわしい、健全な賑わいが創出される建物利用を図るため、建築物等の用途の制
　限を定めます。

　　「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条第１項に掲げる風俗営業の　
　用に供する建築物及び同条第６項に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物は建築
　してはならない。

●建築物の敷地面積の最低限度　　　　　　　
　　敷地の細分化による建て詰まりを防止し、ゆとりある市街地の形成を図るため、建築物の
　敷地面積の最低限度を定めます。

　　６０平方メートル
　　ただし、次の各号の一に該当する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、
　この限りではない。
　１　建築物の敷地として現に使用されている土地
　２　所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地
　３　都市計画道路の整備に係る土地
　４　その他区長が公益上やむを得ないと認めた土地
　　　　
●垣又はさくの構造の制限
　　ブロック塀等の倒壊による危険を防止し、緑化の推進を図るため、垣又はさくの構造の制
　限を定める。

　　道路に面する側の垣又はさくの構造は、生け垣又は、透視可能なネットフェンス等にしな
　ければならない。
　　ただし、道路面から高さ 60 センチメートル以内のブロック塀はこの限りではない。

●建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限
　　複合市街地として調和のとれた良好な街並みの形成を図るため、建築物の形態又は色彩そ
　の他意匠の制限を定める。

　　建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避け、街並みに配慮するなど周辺環境
　と調和したものとする。

　中野区都市計画マスタープラン等の上位計画や、大和町中央通り沿道地区まちづくり方針（案）
に示す本地区の将来像に基づき、地区計画の目標を以下のように定めます。

■地区計画の目標

　大和町中央通りの拡幅整備とあわせて、沿道建物の不燃化を促進することで延焼遮断帯として
整備する。また、生活利便施設の充実を図りながら住宅供給を促進することでにぎわいある複合
市街地を形成する。

■土地利用の方針

　地区の特性を踏まえ、土地利用の方針を以下のように定めます。

名称：大和町中央通り沿道地区地区計画

面積：約 5.6ｈa

位置：中野区大和町一丁目、大和町二丁目、

　　 大和町三丁目及び大和町四丁目各　

　　 地内

大和町中央通り沿道地区地区計画（原案）について

凡　例

行政境界

地区計画の区域
( 約 5.6ha)



大和町中央通り沿道地区都市計画（素案）について

１．用途地域の変更（東京都決定） ３．高度地区の変更

２．防火地域の変更　 ４．今後の予定

　大和町中央通り沿道地区地区計画の決定に伴い、土地利用上の観点から検討した結果、用途地
域を変更します。

　大和町中央通り沿道地区地区計画の決定に伴い、都
市防災上の観点から検討した結果、面積約１．４ヘク
タールの区域について防火地域及び準防火地域の変更
を行ないます。

区域　　　大和町一丁目、大和町二丁目、　
　　　　　大和町三丁目及び大和町四丁目
　　　　　各地内
変更内容　第一種低層住居専用地域及び第
　　　　　一種中高層住居専用地域から近
　　　　　隣商業地域へ変更
変更面積　約 1.4ha　

区域　　　大和町一丁目、大和町二丁目、　
　　　　　大和町三丁目及び大和町四丁目
　　　　　各地内
変更内容　準防火地域から防火地域へ変更
変更面積　約 1.4ha　

　大和町地区地区計画の決定に伴い、延焼遮断帯の形成と土地利用上の観点から検討した結果、
面積約５．６ヘクタールの区域について高度地区の変更を行ないます。

区域　　　大和町一丁目、大和町二丁目、　
　　　　　大和町三丁目及び大和町四丁目
　　　　　各地内
変更内容　第一種高度地区及び第二種高度
　　　　　地区から第三種高度地区へ変更
　　　　　最低限高度地区７m の指定
変更面積　約 5.6ha　

※図面は一部簡略化
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１０月 １１月～１２月 ３月

①

②

③

凡　例

行政境界

最低限高度地区 面　積
指定なし

７ｍ
約 1.0ha

高度地区
第一種

第三種
第二種

第三種
第三種

第三種

指定なし

７ｍ
指定なし

７ｍ

約 0.4ha

約 4.2ha

凡　例

行政境界

準防火

防火
約 1.4ha

面　積防火・準防火

凡　例

番号
面積
約 ha

用途 建ぺい率 容積率

0.4

0.4

0.6

③

%

高さの
限度

% m

敷地面積
の最低限度

㎡

一低
150
60

60 ㎡
1 高

上段：用途地域
中段：容積率 (%)
下段：       (%)建ぺい率

上段：敷地面積の最低限度
中段：高度地区（最低限）
下段：高さの最高限度10m

丸：準防火地域　二重丸：防火地域

①

②

変更前 一低 15060 6010

変更後 近商 30080

変更前 一低 15060 6010

変更後 近商 30080

変更前 一中 20060 60

変更後 近商 30080
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